
別表３ 別表４

専任教員等１人当たり研究旅費 紛争期間による減額率

区 分 金 額 紛 争 期 間 減 額 率

大学院あり 千円 １６日～ ３０日 ０．５／１２

教 授

実 験 助教授 ７４ ３１日～ ４５日 １／１２
大 助 手

教 授 ４６日～ ６０日 １．５／１２

非実験 助教授 ８０
助 手 ６１日～ ７５日 ２／１２

大学院なし及び ７６日～ ９０日 ２．５／１２
一般教育等

教 授 ９１日～１０５日 ３／１２
実 験 助教授 ７４

学 助 手 １０６日～１２０日 ３．５／１２

教 授
非実験 助教授 ８０ １２１日～１３５日 ４／１２

助 手

１３６日～１５０日 ４．５／１２
教 授

短 実 験 助教授 ７４ １５１日～１６５日 ５／１２

助 手
教 授 １６６日～１８０日 ５．５／１２

大 非実験 助教授 ８０

助 手 １８１日～１９５日 ６／１２

高 教 授 １９６日～２１０日 ６．５／１２

助教授 ６８
専 助 手 ２１１日～２２５日 ７／１２

２２６日～２４０日 ７．５／１２

２４１日～２５５日 ８／１２

（注）１ 紛争期間には，日曜日・国民

の祝日は算入することとし，夏

季休暇等学則に定める継続的な

休暇の期間は，紛争期間に算入

しない。

２ 学部等の中でその一部が紛争

に該当する場合は，その割合に

よって算定する。


